
令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

〇
国
土
交
通
省
令
第
八
十
二
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
ノ
四
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
ノ
八
の
規

定
に
基
づ
き
、
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
二
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫





特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
・
第
一
章
の
二

（
略
）

第
一
章
・
第
一
章
の
二

（
略
）

第
二
章

固
体
貨
物
の
ば
ら
積
み
運
送

第
二
章

固
体
貨
物
の
ば
ら
積
み
運
送

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
二
節

液
状
化
等
物
質
の
ば
ら
積
み
運
送
（
第
十
六
条

第
二
十
七
条
の
二
）

第
二
節

液
状
化
物
質
の
ば
ら
積
み
運
送
（
第
十
六
条

第
二
十
七
条
の
二
）

第
三
節

（
略
）

第
三
節

（
略
）

第
三
章
〜
第
五
章

（
略
）

第
三
章
〜
第
五
章

（
略
）

附
則

附
則

（
資
料
の
提
出
）

（
資
料
の
提
出
）

第
一
条
の
二
の
二

船
舶
航
行
上
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
特
別
な
注
意
を
必
要
と
す
る
貨
物
の
運
送
を
行
う
場

合
（
固
体
貨
物
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
及
び
貨
物
ユ
ニ
ッ
ト
（
自
動
車
、
コ
ン
テ
ナ
、
パ
レ
ッ
ト
、

ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
そ
の
他
の
輸
送
用
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
を
含
む
。）に

は
、
荷
送
人
（
貨
物
ユ
ニ
ッ
ト
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
当
該
貨
物
ユ
ニ
ッ
ト
の
荷
送
人
）
は
、
船

積
み
前
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
資
料
を
船
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

本
邦
各
港
間
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
船
舶
に
固
体
貨
物
（
穀
類
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）を
ば
ら
積
み

し
て
運
送
す
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
一
条
の
二
の
二

船
舶
航
行
上
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
特
別
な
注
意
を
必
要
と
す
る
貨
物
の
運
送
を
行
う
場

合
（
固
体
貨
物
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
及
び
貨
物
ユ
ニ
ッ
ト
（
自
動
車
、
コ
ン
テ
ナ
、
パ
レ
ッ
ト
、

ポ
ー
タ
ブ
ル
タ
ン
ク
そ
の
他
の
輸
送
用
器
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
を
含
む
。）に

は
、
荷
送
人
（
貨
物
ユ
ニ
ッ
ト
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
当
該
貨
物
ユ
ニ
ッ
ト
の
荷
送
人
）
は
、
船

積
み
前
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
資
料
を
船
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

本
邦
各
港
間
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
船
舶
に
固
体
貨
物
（
穀
類
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）を
ば
ら
積
み

し
て
運
送
す
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

貨
物
の
特
性
（
液
状
化
等
物
質
（
航
行
中
に
液
状
化
す
る
お
そ
れ
又
は
動
的
分
離
を
起
こ
す
お
そ
れ
の
あ

る
微
細
な
粒
状
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
固
体
化
学
物
質
（
船
舶
に
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に

お
い
て
化
学
的
な
危
険
性
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
固
体
の
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
液
状
化
等
物
質
で

あ
り
、
か
つ
、
固
体
化
学
物
質
で
あ
る
物
質
又
は
そ
の
他
の
物
質
の
別
（
固
体
貨
物
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送

す
る
場
合
に
限
る
。）及
び
移
動
の
可
能
性
を
含
む
。）（
貨
物
ユ
ニ
ッ
ト
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
を
除

く
。）

四

貨
物
の
特
性
（
液
状
化
物
質
（
航
行
中
に
液
状
化
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
微
細
な
粒
状
物
質
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）、
固
体
化
学
物
質
（
船
舶
に
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
お
い
て
化
学
的
な
危
険
性
を
有
す
る

こ
と
と
な
る
固
体
の
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
液
状
化
物
質
で
あ
り
、
か
つ
、
固
体
化
学
物
質
で
あ
る

物
質
又
は
そ
の
他
の
物
質
の
別
（
固
体
貨
物
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
限
る
。）及
び
移
動
の
可
能

性
を
含
む
。）（
貨
物
ユ
ニ
ッ
ト
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
を
除
く
。）

五

（
略
）

五

（
略
）

（
固
体
貨
物
の
性
状
及
び
積
載
の
方
法
の
確
認
）

（
固
体
貨
物
の
性
状
及
び
積
載
の
方
法
の
確
認
）

第
十
五
条
の
二
の
三

船
舶
に
固
体
貨
物
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
を
除
き
、
荷
送
人
は
、
当
該
固
体
貨
物
の
性
状
及
び
積
載
の
方
法
に

つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
地
方
運
輸
局
長
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
本
邦
外
の
地
で
船

積
み
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
五
条
の
二
の
三

船
舶
に
固
体
貨
物
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
を
除
き
、
荷
送
人
は
、
当
該
固
体
貨
物
の
性
状
及
び
積
載
の
方
法
に

つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
地
方
運
輸
局
長
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
本
邦
外
の
地
で
船

積
み
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

液
状
化
等
物
質
で
あ
つ
て
告
示
で
定
め
る
も
の

一

液
状
化
物
質
で
あ
つ
て
告
示
で
定
め
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

三

液
状
化
等
物
質
又
は
固
体
化
学
物
質
以
外
の
物
質
で
あ
つ
て
、
当
該
物
質
の
性
状
及
び
積
載
の
安
全
な
方

法
が
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
も
の

三

液
状
化
物
質
又
は
固
体
化
学
物
質
以
外
の
物
質
で
あ
つ
て
、
当
該
物
質
の
性
状
及
び
積
載
の
安
全
な
方
法

が
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
も
の

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
二
節

液
状
化
等
物
質
の
ば
ら
積
み
運
送

第
二
節

液
状
化
物
質
の
ば
ら
積
み
運
送

（
適
用
）

（
適
用
）

第
十
六
条

船
舶
に
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
節
の
規
定
に
従
つ
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
水
区
域
又
は
瀬
戸
内
（
和
歌
山
県
田
倉
埼
か
ら
兵
庫
県
淡
路
島
生
石
鼻
ま
で
引

い
た
線
、
同
島
門
埼
か
ら
徳
島
県
大
磯
埼
ま
で
引
い
た
線
、愛
媛
県
佐
田
岬
か
ら
大
分
県
関
埼
ま
で
引
い
た
線
、

福
岡
県
門
司
埼
か
ら
山
口
県
甲
山
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
水
域
を
い
う
。）に
お
い
て
航
行

す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
六
条

船
舶
に
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
節
の
規
定
に
従
つ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
平
水
区
域
又
は
瀬
戸
内
（
和
歌
山
県
田
倉
埼
か
ら
兵
庫
県
淡
路
島
生
石
鼻
ま
で
引
い

た
線
、
同
島
門
埼
か
ら
徳
島
県
大
磯
埼
ま
で
引
い
た
線
、
愛
媛
県
佐
田
岬
か
ら
大
分
県
関
埼
ま
で
引
い
た
線
、

福
岡
県
門
司
埼
か
ら
山
口
県
甲
山
ま
で
引
い
た
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
水
域
を
い
う
。）に
お
い
て
航
行

す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
資
料
の
提
出
等
）

（
資
料
の
提
出
等
）

第
十
六
条
の
二

船
舶
に
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
二
の
二
及
び
第
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
荷
送
人
は
、
船
積
み
前
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
料
を
船
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
の
二

船
舶
に
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
二
の
二
及
び
第
十
五

条
の
三
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
荷
送
人
は
、
船
積
み
前
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
料
を
船
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
液
状
化
等
物
質
運
送
許
容
水
分
値
測
定
表
及
び
液
状
化
等
物
質
水
分
測
定

表
（
同
条
第
二
項
の
表
第
二
号
に
規
定
す
る
測
定
の
結
果
を
証
す
る
書
類
を
含
む
。
次
項
及
び
第
十
七
条
第

六
項
に
お
い
て
同
じ
。）（
荷
送
人
が
原
本
の
記
載
と
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
こ
れ
ら
の
書
類
の
写
し
を

含
む
。
次
項
及
び
第
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。）

二

第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
運
送
許
容
水
分
値
測
定
表
及
び
水
分
測
定
表
（
同
条
第
二
項
の
表
第
二
号

に
規
定
す
る
測
定
の
結
果
を
証
す
る
書
類
を
含
む
。
次
項
及
び
第
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。）（
荷
送

人
が
原
本
の
記
載
と
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
こ
れ
ら
の
書
類
の
写
し
を
含
む
。
次
項
及
び
第
十
七
条
第

六
項
に
お
い
て
同
じ
。）

三

ば
ら
積
み
さ
れ
る
液
状
化
等
物
質
が
水
分
値
の
高
い
層
を
形
成
す
る
可
能
性
を
示
す
書
類

三

ば
ら
積
み
さ
れ
る
液
状
化
物
質
が
水
分
値
の
高
い
層
を
形
成
す
る
可
能
性
を
示
す
書
類

２

液
状
化
等
物
質
を
二
以
上
の
場
所
に
ば
ら
積
み
す
る
場
合
に
は
、
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
料
は
、
積
載

場
所
ご
と
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
積
載
さ
れ
る
液
状
化
等
物
質
が
全
て
同
一
の
物
質
で
あ

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

液
状
化
物
質
を
二
以
上
の
場
所
に
ば
ら
積
み
す
る
場
合
に
は
、
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
料
は
、
積
載
場

所
毎
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
積
載
さ
れ
る
液
状
化
物
質
が
全
て
同
一
の
物
質
で
あ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
水
分
管
理
手
順
書
に
よ
る
水
分
管
理
）

（
水
分
管
理
手
順
書
に
よ
る
水
分
管
理
）

第
十
六
条
の
三

船
舶
に
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
荷
送
人
は
、
当
該
液
状
化
等

物
質
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
水
分
管
理
手
順
書
に
従
つ
て
、
当
該
液
状

化
等
物
質
を
、
船
積
み
す
る
ま
で
の
間
、
水
分
が
増
加
し
な
い
よ
う
に
適
切
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
の
三

船
舶
に
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
荷
送
人
は
、
当
該
液
状
化
物
質

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
水
分
管
理
手
順
書
に
従
つ
て
、
当
該
液
状
化
物

質
を
、
船
積
み
す
る
ま
で
の
間
、
水
分
が
増
加
し
な
い
よ
う
に
適
切
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
水
分
管
理
手
順
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
水
分
管
理
手
順
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

管
理
す
る
液
状
化
等
物
質
の
品
名

二

管
理
す
る
液
状
化
物
質
の
品
名

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

液
状
化
等
物
質
を
管
理
す
る
た
め
の
手
順
及
び
方
法

五

液
状
化
物
質
を
管
理
す
る
た
め
の
手
順
及
び
方
法

六

（
略
）

六

（
略
）

４

地
方
運
輸
局
長
は
、
第
二
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
、
当
該
水
分
管
理
手
順
書
が
液
状
化
等
物
質
の
水
分

管
理
を
行
う
た
め
の
手
順
書
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
承
認
は
、
水
分
管
理
手
順
書
承
認
書
（
第
二
号
の
七
様
式
）
を
申
請
者
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ

り
行
う
。

４

地
方
運
輸
局
長
は
、
第
二
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
、
当
該
水
分
管
理
手
順
書
が
液
状
化
物
質
の
水
分
管

理
を
行
う
た
め
の
手
順
書
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
承
認
は
、
水
分
管
理
手
順
書
承
認
書
（
第
二
号
の
七
様
式
）
を
申
請
者
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り

行
う
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
運
送
許
容
水
分
値
等
の
測
定
）

（
運
送
許
容
水
分
値
等
の
測
定
）

第
十
七
条

船
長
は
、
当
該
液
状
化
等
物
質
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
又
は
船
舶
安
全
法
第
二
十
八

条
第
五
項
の
登
録
検
査
機
関
（
以
下
「
登
録
検
査
機
関
」
と
い
う
。）が
、
運
送
許
容
水
分
値
（
当
該
液
状
化
等

物
質
が
そ
れ
を
超
え
る
水
分
を
含
む
場
合
に
は
、
運
送
に
伴
う
動
揺
等
に
よ
つ
て
液
状
化
す
る
お
そ
れ
又
は
動

的
分
離
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
水
分
の
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
水
分
の
測
定
（
第
八

項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
水
分
の
測
定
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
行
つ
た
液
状
化
等
物
質
以
外
の

第
十
七
条

船
長
は
、
当
該
液
状
化
物
質
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
又
は
船
舶
安
全
法
第
二
十
八
条

第
五
項
の
登
録
検
査
機
関
（
以
下
単
に
「
登
録
検
査
機
関
」
と
い
う
。）が
、
運
送
許
容
水
分
値
（
当
該
液
状
化

物
質
が
そ
れ
を
超
え
る
水
分
を
含
む
場
合
に
は
、
運
送
に
伴
う
動
揺
等
に
よ
つ
て
液
状
化
す
る
お
そ
れ
を
生
ず

る
こ
と
と
な
る
水
分
の
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
水
分
の
測
定
（
第
八
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
水
分

の
測
定
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
行
つ
た
液
状
化
物
質
以
外
の
液
状
化
物
質
を
、
船
舶
に
ば
ら
積
み
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
測
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
液
状
化
等
物
質
運
送
許
容
水
分
値
測
定
申
請
書（
第
三
号
様
式
）

及
び
液
状
化
等
物
質
水
分
測
定
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
を
同
項
の
測
定
を
行
う
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

第
一
項
の
測
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
液
状
化
物
質
運
送
許
容
水
分
値
測
定
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）

及
び
液
状
化
物
質
水
分
測
定
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
を
同
項
の
測
定
を
行
う
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

地
方
運
輸
局
長
又
は
登
録
検
査
機
関
は
、
運
送
許
容
水
分
値
及
び
水
分
の
測
定
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
液
状

化
等
物
質
運
送
許
容
水
分
値
測
定
表
（
第
五
号
様
式
）
及
び
液
状
化
等
物
質
水
分
測
定
表
（
第
六
号
様
式
）
を

申
請
者
に
交
付
す
る
。

４

地
方
運
輸
局
長
又
は
登
録
検
査
機
関
は
、
運
送
許
容
水
分
値
及
び
水
分
の
測
定
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
運
送

許
容
水
分
値
測
定
表
（
第
五
号
様
式
）
及
び
水
分
測
定
表
（
第
六
号
様
式
）
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

船
長
は
、
第
四
項
の
液
状
化
等
物
質
運
送
許
容
水
分
値
測
定
表
及
び
液
状
化
等
物
質
水
分
測
定
表
又
は
第
二

項
の
表
第
一
号
に
規
定
す
る
測
定
の
結
果
を
証
す
る
書
類
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
写
し
を
含
む
。）

を
、
当
該
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
し
、
及
び
運
送
す
る
間
、船
内
に
保
管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

船
長
は
、
第
四
項
の
運
送
許
容
水
分
値
測
定
表
及
び
水
分
測
定
表
又
は
第
二
項
の
表
第
一
号
に
規
定
す
る
測

定
の
結
果
を
証
す
る
書
類
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
写
し
を
含
む
。）を
、
当
該
液
状
化
物
質
を
ば
ら

積
み
し
、
及
び
運
送
す
る
間
、
船
内
に
保
管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

液
状
化
等
物
質
を
、
船
舶
に
ば
ら
積
み
し
て
運
送
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
七
条
の
認
定
を
受
け

た
船
舶
に
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
定
ま
る
積
載
量
を
超
え
な
い
量
を
積
載
す
る
場
合
又
は
運
送
許
容
水
分
値

及
び
水
分
の
測
定
を
受
け
た
液
状
化
等
物
質
を
他
の
船
舶
か
ら
積
み
換
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

し
て
運
送
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
七
条
の
認
定
を
受
け
た
船
舶
に
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
定

ま
る
積
載
量
を
超
え
な
い
量
を
積
載
す
る
場
合
又
は
運
送
許
容
水
分
値
及
び
水
分
の
測
定
を
受
け
た
液
状
化
物

質
を
他
の
船
舶
か
ら
積
み
換
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７

船
長
は
、
本
邦
外
の
地
で
船
積
み
し
た
液
状
化
等
物
質
を
他
の
船
舶
に
積
み
換
え
る
場
合
に
は
、
当
該
液
状

化
等
物
質
に
係
る
第
二
項
に
規
定
す
る
測
定
の
結
果
を
証
す
る
書
類
（
船
長
が
原
本
の
記
載
と
相
違
な
い
こ
と

を
証
明
し
た
こ
れ
ら
の
書
類
の
写
し
を
含
む
。）を
当
該
他
の
船
舶
の
船
長
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

船
長
は
、
本
邦
外
の
地
で
船
積
み
し
た
液
状
化
物
質
を
他
の
船
舶
に
積
み
換
え
る
場
合
に
は
、
当
該
液
状
化

物
質
に
係
る
第
二
項
に
規
定
す
る
測
定
の
結
果
を
証
す
る
書
類
（
船
長
が
原
本
の
記
載
と
相
違
な
い
こ
と
を
証

明
し
た
こ
れ
ら
の
書
類
の
写
し
を
含
む
。）を
当
該
他
の
船
舶
の
船
長
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

運
送
許
容
水
分
値
の
測
定
は
、
液
状
化
等
物
質
に
関
し
組
成
、
成
分
又
は
製
造
地
の
変
更
そ
の
他
運
送
許
容

水
分
値
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
変
更
が
生
じ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
の
液
状
化
等
物
質
運
送
許
容
水

分
値
測
定
表
（
第
二
項
に
規
定
す
る
運
送
許
容
水
分
値
の
測
定
の
結
果
を
証
す
る
書
類
を
含
む
。）が
交
付
さ
れ

た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
船
積
み
さ
れ
る
液
状
化
等
物
質
を
運
送
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
船
積
み
に

当
た
つ
て
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

８

運
送
許
容
水
分
値
の
測
定
は
、
液
状
化
物
質
に
関
し
組
成
、
成
分
又
は
製
造
地
の
変
更
そ
の
他
運
送
許
容
水

分
値
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
変
更
が
生
じ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
の
運
送
許
容
水
分
値
測
定
表
（
第

二
項
に
規
定
す
る
運
送
許
容
水
分
値
の
測
定
の
結
果
を
証
す
る
書
類
を
含
む
。）が
交
付
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し

て
六
月
以
内
に
船
積
み
さ
れ
る
液
状
化
物
質
を
運
送
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
船
積
み
に
当
た
つ
て
こ
れ
を
受

け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

９

水
分
の
測
定
は
、
船
積
み
の
日
以
前
七
日
以
内
に
試
料
を
採
取
し
、
船
積
み
地
に
お
け
る
液
状
化
等
物
質
の

集
積
区
分
ご
と
に
、
水
分
の
多
い
四
分
の
一
の
部
分
か
ら
採
取
し
た
試
料
の
水
分
と
、
水
分
の
少
な
い
四
分
の

一
の
部
分
か
ら
採
取
し
た
試
料
の
水
分
と
を
算
術
平
均
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

９

水
分
の
測
定
は
、
船
積
み
の
日
以
前
七
日
以
内
に
試
料
を
採
取
し
、
船
積
み
地
に
お
け
る
液
状
化
物
質
の
集

積
区
分
ご
と
に
、
水
分
の
多
い
四
分
の
一
の
部
分
か
ら
採
取
し
た
試
料
の
水
分
と
、
水
分
の
少
な
い
四
分
の
一

の
部
分
か
ら
採
取
し
た
試
料
の
水
分
と
を
算
術
平
均
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
水
分
に
よ
る
ば
ら
積
み
の
制
限
）

（
水
分
に
よ
る
ば
ら
積
み
の
制
限
）

第
十
八
条

水
分
が
運
送
許
容
水
分
値
を
超
え
る
液
状
化
等
物
質
（
以
下
「
含
水
液
状
化
等
物
質
」と
い
う
。）は
、

旅
客
船
に
ば
ら
積
み
し
て
運
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

水
分
が
運
送
許
容
水
分
値
を
超
え
る
液
状
化
物
質
（
以
下
「
含
水
液
状
化
物
質
」
と
い
う
。）は
、
旅

客
船
に
ば
ら
積
み
し
て
運
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

含
水
液
状
化
等
物
質（
運
送
許
容
水
分
値
が
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、水
分
が
十
二
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）は
、
第
二
十
七
条
の
認
定
を
受
け
た
船
舶
以
外
の
船
舶
に
ば
ら
積
み
し
て
運

送
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

含
水
液
状
化
物
質
（
運
送
許
容
水
分
値
が
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
水
分
が
十
二
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。）は
、
第
二
十
七
条
の
認
定
を
受
け
た
船
舶
以
外
の
船
舶
に
ば
ら
積
み
し
て
運

送
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
積
載
量
の
制
限
）

（
積
載
量
の
制
限
）

第
十
九
条

船
舶
に
含
水
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
満
載
喫
水
線
を
標

示
し
て
い
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
指
定
さ
れ
た
満
載
喫
水
線
に
係
る
乾
げ
ん
に
次
表
備
考
４
の
Ｃ
を
乗
じ
て
得
ら

れ
る
乾
げ
ん
を
、
満
載
喫
水
線
を
標
示
し
て
い
な
い
船
舶
に
あ
つ
て
は
次
表
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
乾
げ
ん
（
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
乾
げ
ん
は
、
船
舶
の
長
さ
の
中
央
に
お
け
る
上
甲
板
梁り
よ
うの
上
面
の
延
長
と
外
板
の
外
面
と

の
交
点
よ
り
下
方
に
測
る
も
の
と
す
る
。）を
全
航
海
を
通
じ
て
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
積
載

量
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
七
条
の
認
定
を
受
け
た
船
舶
が
維
持
す
る
乾
げ
ん
は
、

満
載
喫
水
線
規
則
を
適
用
し
た
場
合
に
お
い
て
定
ま
る
乾
げ
ん
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
九
条

船
舶
に
含
水
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
満
載
喫
水
線
を
標
示

し
て
い
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
指
定
さ
れ
た
満
載
喫
水
線
に
係
る
乾
げ
ん
に
次
表
備
考
４
の
Ｃ
を
乗
じ
て
得
ら
れ

る
乾
げ
ん
を
、
満
載
喫
水
線
を
標
示
し
て
い
な
い
船
舶
に
あ
つ
て
は
次
表
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
乾
げ
ん
（
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
乾
げ
ん
は
、
船
舶
の
長
さ
の
中
央
に
お
け
る
上
甲
板
梁り
よ
うの
上
面
の
延
長
と
外
板
の
外
面
と
の

交
点
よ
り
下
方
に
測
る
も
の
と
す
る
。）を
全
航
海
を
通
じ
て
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
積
載
量

を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十
七
条
の
認
定
を
受
け
た
船
舶
が
維
持
す
る
乾
げ
ん
は
、
満

載
喫
水
線
規
則
を
適
用
し
た
場
合
に
お
い
て
定
ま
る
乾
げ
ん
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

２

船
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
乾
げ
ん
を
計
算
し
た
書
類
を
、
含
水
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
し
、
及
び

運
送
す
る
間
、
船
内
に
保
管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

船
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
乾
げ
ん
を
計
算
し
た
書
類
を
、
含
水
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
し
、
及
び
運

送
す
る
間
、
船
内
に
保
管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
二
十
条

船
舶
に
ば
ら
積
み
す
る
含
水
液
状
化
等
物
質
の
う
ち
、
下
部
船
倉
及
び
デ
イ
ー
プ
・
タ
ン
ク
以
外
の

場
所
に
ば
ら
積
み
す
る
も
の
の
質
量
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
ま
る
乾
げ
ん
に
対
応
す
る
排
水
量
の

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条

船
舶
に
ば
ら
積
み
す
る
含
水
液
状
化
物
質
の
う
ち
、
下
部
船
倉
及
び
デ
イ
ー
プ
・
タ
ン
ク
以
外
の
場

所
に
ば
ら
積
み
す
る
も
の
の
質
量
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
ま
る
乾
げ
ん
に
対
応
す
る
排
水
量
の
二

十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
画
室
に
対
す
る
積
載
）

（
区
画
室
に
対
す
る
積
載
）

第
二
十
一
条

含
水
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
す
る
区
画
室
は
、
最
大
幅
が
船
舶
の
幅
の
二
分
の
一
以
下
で
あ

る
も
の
を
除
き
、
船
舶
の
中
心
線
に
設
け
る
一
の
縦
通
隔
壁
若
し
く
は
縦
通
荷
止
板
又
は
船
舶
の
中
心
線
に
関

し
て
対
称
の
位
置
に
設
け
ら
れ
、
相
互
の
間
隔
が
船
舶
の
幅
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
二
以
上
の
縦
通

隔
壁
若
し
く
は
縦
通
荷
止
板
で
仕
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
（
本
邦
各
港
間
に

お
い
て
運
送
す
る
場
合
に
限
る
。）に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
一
条

含
水
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
す
る
区
画
室
は
、
最
大
幅
が
船
舶
の
幅
の
二
分
の
一
以
下
で
あ
る

も
の
を
除
き
、
船
舶
の
中
心
線
に
設
け
る
一
の
縦
通
隔
壁
若
し
く
は
縦
通
荷
止
板
又
は
船
舶
の
中
心
線
に
関
し

て
対
称
の
位
置
に
設
け
ら
れ
、
相
互
の
間
隔
が
船
舶
の
幅
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
二
以
上
の
縦
通
隔

壁
若
し
く
は
縦
通
荷
止
板
で
仕
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
（
本
邦
各
港
間
に
お

い
て
運
送
す
る
場
合
に
限
る
。）に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

水
分
が
九
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
含
水
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
横
移
動
を

防
止
す
る
よ
う
に
木
材
と
袋
入
り
鉱
石
で
造
つ
た
荷
止
装
置
に
よ
り
仕
切
り
、
当
該
含
水
液
状
化
等
物
質
の

周
囲
を
袋
入
り
鉱
石
で
囲
ん
で
積
載
す
る
場
合

一

水
分
が
九
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
含
水
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
横
移
動
を
防

止
す
る
よ
う
に
木
材
と
袋
入
り
鉱
石
で
造
つ
た
荷
止
装
置
に
よ
り
仕
切
り
、
当
該
含
水
液
状
化
物
質
の
周
囲

を
袋
入
り
鉱
石
で
囲
ん
で
積
載
す
る
場
合

二

ば
ら
積
み
し
た
含
水
液
状
化
等
物
質
の
表
面
を
平
ら
に
し
、
そ
の
上
を
甲
板
下
面
ま
で
木
材
で
上
押
え
し

て
積
載
す
る
場
合

二

ば
ら
積
み
し
た
含
水
液
状
化
物
質
の
表
面
を
平
ら
に
し
、
そ
の
上
を
甲
板
下
面
ま
で
木
材
で
上
押
え
し
て

積
載
す
る
場
合

三

船
舶
に
ば
ら
積
み
す
る
含
水
液
状
化
等
物
質
の
質
量
が
、
最
大
幅
が
船
舶
の
幅
の
二
分
の
一
以
下
で
あ
る

か
又
は
二
分
の
一
以
下
と
な
る
よ
う
に
仕
切
ら
れ
て
い
る
デ
イ
ー
プ
・
タ
ン
ク
内
に
積
載
す
る
も
の
の
質
量

を
除
き
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
ま
る
乾
げ
ん
に
対
応
す
る
排
水
量
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
下
部
船
倉
に
分
散
し
て
積
載
す
る
場
合

三

船
舶
に
ば
ら
積
み
す
る
含
水
液
状
化
物
質
の
質
量
が
、
最
大
幅
が
船
舶
の
幅
の
二
分
の
一
以
下
で
あ
る
か

又
は
二
分
の
一
以
下
と
な
る
よ
う
に
仕
切
ら
れ
て
い
る
デ
イ
ー
プ
・
タ
ン
ク
内
に
積
載
す
る
も
の
の
質
量
を

除
き
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
ま
る
乾
げ
ん
に
対
応
す
る
排
水
量
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で

あ
つ
て
、
こ
れ
を
下
部
船
倉
に
分
散
し
て
積
載
す
る
場
合

（
縦
通
隔
壁
等
）

（
縦
通
隔
壁
等
）

第
二
十
二
条

前
条
の
縦
通
隔
壁
又
は
縦
通
荷
止
板
は
、
次
の
各
号
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
十
二
条

前
条
の
縦
通
隔
壁
又
は
縦
通
荷
止
板
は
、
次
の
各
号
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

積
載
場
所
の
底
部
か
ら
ば
ら
積
み
し
た
含
水
液
状
化
等
物
質
の
表
面
よ
り
上
方
に
十
分
な
高
さ
ま
で
達

し
、
か
つ
、
前
後
の
端
隔
壁
ま
で
達
し
て
い
る
こ
と
。

一

積
載
場
所
の
底
部
か
ら
ば
ら
積
み
し
た
含
水
液
状
化
物
質
の
表
面
よ
り
上
方
に
十
分
な
高
さ
ま
で
達
し
、

か
つ
、
前
後
の
端
隔
壁
ま
で
達
し
て
い
る
こ
と
。

二

含
水
液
状
化
等
物
質
の
圧
力
に
耐
え
る
強
さ
を
有
し
、
含
水
液
状
化
等
物
質
の
漏
れ
な
い
構
造
の
も
の
と

し
、
か
つ
、
船
体
に
強
固
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

含
水
液
状
化
物
質
の
圧
力
に
耐
え
る
強
さ
を
有
し
、
含
水
液
状
化
物
質
の
漏
れ
な
い
構
造
の
も
の
と
し
、

か
つ
、
船
体
に
強
固
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
積
付
け
）

（
積
付
け
）

第
二
十
三
条

船
舶
に
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

船
舶
に
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２

水
分
が
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
含
水
液
状
化
等
物
質
を
船
舶
に
ば
ら
積
み
す
る
場
合
（
第
二
十
一
条
第
二
号

又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
積
載
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
。）に
は
、
縦
方
向
に
適
当
な
間
隔
を
お
い
た
横
置
の

荷
止
板
又
は
袋
入
り
鉱
石
の
築
堤
で
仕
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

水
分
が
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
含
水
液
状
化
物
質
を
船
舶
に
ば
ら
積
み
す
る
場
合
（
第
二
十
一
条
第
二
号
又

は
第
三
号
に
規
定
す
る
積
載
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
。）に
は
、
縦
方
向
に
適
当
な
間
隔
を
お
い
た
横
置
の
荷

止
板
又
は
袋
入
り
鉱
石
の
築
堤
で
仕
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
に
お
け
る
積
載
の
特
例
）

（
外
国
に
お
け
る
積
載
の
特
例
）

第
二
十
四
条

液
状
化
等
物
質
を
告
示
で
定
め
る
国
に
お
い
て
ば
ら
積
み
す
る
場
合
に
は
、
第
二
十
条
か
ら
前
条

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
国
の
規
則
に
従
つ
て
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
条

液
状
化
物
質
を
告
示
で
定
め
る
国
に
お
い
て
ば
ら
積
み
す
る
場
合
に
は
、
第
二
十
条
か
ら
前
条
ま

で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
国
の
規
則
に
従
つ
て
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
積
付
け
検
査
）

（
積
付
け
検
査
）

第
二
十
五
条

船
長
は
、
船
舶
に
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
積
載

方
法
そ
の
他
積
付
け
に
つ
い
て
、
船
積
み
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
又
は
登
録
検
査
機
関
の
検
査
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
に
規
定
す
る
運
送
許
容
水
分
値
及
び
水
分
の
測
定
の
結
果
、
水
分

が
運
送
許
容
水
分
値
以
下
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
場
合
及
び
本
邦
外
の
地
で
船
積
み
す
る
場
合
に

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
五
条

船
長
は
、
船
舶
に
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
積
載
方

法
そ
の
他
積
付
け
に
つ
い
て
、
船
積
み
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
又
は
登
録
検
査
機
関
の
検
査
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
に
規
定
す
る
運
送
許
容
水
分
値
及
び
水
分
の
測
定
の
結
果
水
分
が
運

送
許
容
水
分
値
以
下
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
場
合
及
び
本
邦
外
の
地
で
船
積
み
す
る
場
合
に
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



２

前
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
長
は
、
液
状
化
等
物
質
積
付
検
査
申
請
書
（
第
七
号
様
式
）
を
同
項
の

検
査
を
行
う
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
長
は
、
液
状
化
物
質
積
付
検
査
申
請
書
（
第
七
号
様
式
）
を
同
項
の
検

査
を
行
う
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

地
方
運
輸
局
長
又
は
登
録
検
査
機
関
は
、
第
一
項
の
検
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
液
状
化
等
物
質
積
付
検
査

証
（
第
八
号
様
式
）
を
交
付
す
る
。

３

地
方
運
輸
局
長
又
は
登
録
検
査
機
関
は
、
第
一
項
の
検
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
液
状
化
物
質
積
付
検
査
証

（
第
八
号
様
式
）
を
交
付
す
る
。

４

船
長
は
、
前
項
の
検
査
証
を
当
該
液
状
化
等
物
質
を
運
送
す
る
間
、
船
内
に
保
管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

船
長
は
、
前
項
の
検
査
証
を
当
該
液
状
化
物
質
を
運
送
す
る
間
、
船
内
に
保
管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
運
送
中
の
措
置
）

（
運
送
中
の
措
置
）

第
二
十
六
条

船
長
は
、
船
舶
に
含
水
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
間
、
そ
の
性
状
の
変
化
に
注

意
し
、
移
動
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
排
水
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

船
長
は
、
船
舶
に
含
水
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
間
、
そ
の
性
状
の
変
化
に
注
意

し
、
移
動
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
排
水
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
含
水
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
）

（
含
水
液
状
化
物
質
運
搬
船
）

第
二
十
七
条

含
水
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
地
方
運
輸
局
長
が
次
の
各
号

の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
と
認
定
し
た
も
の
に
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
第
十

六
条
の
二
、
第
十
六
条
の
三
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

第
二
十
七
条

含
水
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
地
方
運
輸
局
長
が
次
の
各
号
の

要
件
に
適
合
し
て
い
る
と
認
定
し
た
も
の
に
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
第
十
六
条

の
二
、
第
十
六
条
の
三
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

一

含
水
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
す
る
船
倉
に
相
互
の
間
隔
が
船
舶
の
幅
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ

る
二
の
縦
通
隔
壁
（
前
後
は
端
隔
壁
ま
で
、
上
下
は
倉
底
か
ら
頂
部
甲
板
ま
で
達
し
て
お
り
、
含
水
液
状
化

等
物
質
の
圧
力
に
耐
え
る
強
さ
を
有
し
、
か
つ
、
含
水
液
状
化
等
物
質
の
漏
れ
な
い
構
造
の
も
の
に
限
る
。）

を
船
舶
の
中
心
線
に
関
し
て
対
称
の
位
置
に
設
け
て
い
る
こ
と
。

一

含
水
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
す
る
船
倉
に
相
互
の
間
隔
が
船
舶
の
幅
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る

二
の
縦
通
隔
壁
（
前
後
は
端
隔
壁
ま
で
、
上
下
は
倉
底
か
ら
頂
部
甲
板
ま
で
達
し
て
お
り
、
含
水
液
状
化
物

質
の
圧
力
に
耐
え
る
強
さ
を
有
し
、
か
つ
、
含
水
液
状
化
物
質
の
漏
れ
な
い
構
造
の
も
の
に
限
る
。）を
船
舶

の
中
心
線
に
関
し
て
対
称
の
位
置
に
設
け
て
い
る
こ
と
。

二

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
ま
る
最
大
の
積
載
量
の
含
水
液
状
化
等
物
質
を
積
載
し
た
状
態
に
お

い
て
、
当
該
含
水
液
状
化
等
物
質
が
横
移
動
し
て
船
舶
の
げ
ん
端
が
水
面
に
達
す
る
角
度
（
こ
の
角
度
が
十

度
を
超
え
る
と
き
は
、
十
度
）
ま
で
横
傾
斜
し
た
場
合
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
含
水
液
状
化
等
物
質
の
自

由
表
面
は
、
平
ら
に
な
つ
て
い
る
も
の
と
す
る
。）、
海
水
を
注
入
し
て
横
傾
斜
を
復
原
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
容
積
の
バ
ラ
ス
ト
・
タ
ン
ク
を
縦
通
隔
壁
の
外
側
部
に
設
け
て
い
る
こ
と
。

二

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
ま
る
最
大
の
積
載
量
の
含
水
液
状
化
物
質
を
積
載
し
た
状
態
に
お
い

て
、
当
該
含
水
液
状
化
物
質
が
横
移
動
し
て
船
舶
の
げ
ん
端
が
水
面
に
達
す
る
角
度
（
こ
の
角
度
が
十
度
を

超
え
る
と
き
は
、
十
度
）
ま
で
横
傾
斜
し
た
場
合
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
含
水
液
状
化
物
質
の
自
由
表
面

は
、
平
ら
に
な
つ
て
い
る
も
の
と
す
る
。）、
海
水
を
注
入
し
て
横
傾
斜
を
復
原
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
容
積

の
バ
ラ
ス
ト
・
タ
ン
ク
を
縦
通
隔
壁
の
外
側
部
に
設
け
て
い
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

２

前
項
の
船
舶
に
含
水
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
す
る
場
合
に
は
、
船
倉
内
の
縦
通
隔
壁
の
間
の
場
所
に
均

等
に
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
船
舶
に
含
水
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
す
る
場
合
に
は
、
船
倉
内
の
縦
通
隔
壁
の
間
の
場
所
に
均
等

に
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

船
舶
所
有
者
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
含
水
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定
申
請
書

（
第
九
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
船
舶
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
申
請
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

船
舶
所
有
者
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、含
水
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
申
請
書（
第

九
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
船
舶
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
申
請
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

４

地
方
運
輸
局
長
は
、
第
一
項
の
認
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
含
水
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定
書
（
第
十
号
様

式
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
書
」
と
い
う
。）を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

４

地
方
運
輸
局
長
は
、
第
一
項
の
認
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
含
水
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書（
第
十
号
様
式
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
書
」
と
い
う
。）を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

５
〜
７

（
略
）

５
〜
７

（
略
）

８

船
舶
所
有
者
は
、
認
定
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
場
合
に
は
、
含
水
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定
書
再

交
付
申
請
書
（
第
十
一
号
様
式
）
を
認
定
書
を
交
付
し
た
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

８

船
舶
所
有
者
は
、
認
定
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
場
合
に
は
、
含
水
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書
再
交

付
申
請
書
（
第
十
一
号
様
式
）
を
認
定
書
を
交
付
し
た
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

９

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
船
舶
の
船
長
は
、
含
水
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
し
、
及
び
運
送
す
る
間
、
認

定
書
及
び
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
船
内
に
保
管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
船
舶
の
船
長
は
、
含
水
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
し
、
及
び
運
送
す
る
間
、
認
定

書
及
び
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
船
内
に
保
管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
乾
燥
粉
状
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
）

（
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
）

第
二
十
七
条
の
二

乾
燥
し
、
か
つ
、
粉
末
で
あ
る
状
態
の
液
状
化
等
物
質
（
以
下「
乾
燥
粉
状
液
状
化
等
物
質
」

と
い
う
。）を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
地
方
運
輸
局
長
が
乾
燥
粉
状
液
状
化
等
物
質
の
乾
燥

し
た
状
態
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
積
付
設
備
及
び
船
倉
を
有
し
て
い
る
と
認
定
し
た
も
の
に
乾
燥
粉
状
液

状
化
等
物
質
の
み
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
第
十
六
条
の
二
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
三

条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

第
二
十
七
条
の
二

乾
燥
し
、
か
つ
、
粉
末
で
あ
る
状
態
の
液
状
化
物
質
（
以
下
「
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
」
と

い
う
。）を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
地
方
運
輸
局
長
が
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
の
乾
燥
し
た

状
態
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
積
付
設
備
及
び
船
倉
を
有
し
て
い
る
と
認
定
し
た
も
の
に
乾
燥
粉
状
液
状
化

物
質
の
み
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
は
、
第
十
六
条
の
二
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
及
び

第
二
十
五
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

２

前
項
の
船
舶
に
乾
燥
粉
状
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
積
付
設
備
を
用
い
て
積
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
船
舶
に
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
積
付
設
備
を
用
い
て
積
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

船
舶
所
有
者
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
乾
燥
粉
状
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定
申

請
書
（
第
十
二
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
船
舶
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
申

請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

船
舶
所
有
者
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
申
請

書
（
第
十
二
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
船
舶
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

４

地
方
運
輸
局
長
は
、
第
一
項
の
認
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
乾
燥
粉
状
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定
書
（
第
十

三
号
様
式
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
書
」
と
い
う
。）を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

４

地
方
運
輸
局
長
は
、
第
一
項
の
認
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書
（
第
十
三

号
様
式
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
書
」
と
い
う
。）を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

５
〜
７

（
略
）

５
〜
７

（
略
）

８

船
舶
所
有
者
は
、
認
定
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
場
合
に
は
、
乾
燥
粉
状
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定

書
再
交
付
申
請
書
（
第
十
四
号
様
式
）
を
認
定
書
を
交
付
し
た
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

船
舶
所
有
者
は
、
認
定
書
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
場
合
に
は
、
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書

再
交
付
申
請
書
（
第
十
四
号
様
式
）
を
認
定
書
を
交
付
し
た
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
、
そ
の
再
交
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

９

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
船
舶
の
船
長
は
、
乾
燥
粉
状
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
し
、及
び
運
送
す
る
間
、

認
定
書
及
び
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
船
内
に
保
管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
船
舶
の
船
長
は
、
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
し
、
及
び
運
送
す
る
間
、

認
定
書
及
び
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
船
内
に
保
管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

甲
板
積
み
木
材
（
ラ
ワ
ン
原
木
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
の
大
型
丸
太
材
に
限
る
。）と
ば
ら
積
み
の
含
水
液
状
化

等
物
質
と
を
積
載
し
て
普
通
の
満
載
喫
水
線
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、含
水
液
状
化
等
物
質（
デ
イ
ー

プ
・
タ
ン
ク
に
積
載
す
る
も
の
を
除
く
。）は
、
木
材
で
甲
板
下
面
ま
で
上
押
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

甲
板
積
み
木
材
（
ラ
ワ
ン
原
木
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
の
大
型
丸
太
材
に
限
る
。）と
ば
ら
積
み
の
含
水
液
状
化

物
質
と
を
積
載
し
て
普
通
の
満
載
喫
水
線
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、含
水
液
状
化
物
質（
デ
イ
ー
プ
・

タ
ン
ク
に
積
載
す
る
も
の
を
除
く
。）は
、
木
材
で
甲
板
下
面
ま
で
上
押
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
）

（
手
数
料
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

７

地
方
運
輸
局
長
の
行
う
第
十
七
条
第
一
項
の
水
分
の
測
定
又
は
地
方
運
輸
局
長
の
行
う
第
二
十
五
条
第
一
項

の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
国
等
を
除
く
。）は
、
液
状
化
等
物
質
の
質
量
が
三
百
ト
ン
以
下
の
場
合
に
は

二
万
五
千
五
百
円
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
測
定
又
は
検
査
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
五
千
三
百
円
）、
三
百
ト
ン
を
超

え
る
場
合
に
は
二
万
五
千
五
百
円
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

測
定
又
は
検
査
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
五
千
三
百
円
）
に
三
百
ト
ン
を
超
え
る
二
十
ト
ン
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
千
二
百
円
を
加
算
し
た
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

地
方
運
輸
局
長
の
行
う
第
十
七
条
第
一
項
の
水
分
の
測
定
又
は
地
方
運
輸
局
長
の
行
う
第
二
十
五
条
第
一
項

の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
国
等
を
除
く
。）は
、
液
状
化
物
質
の
質
量
が
三
百
ト
ン
以
下
の
場
合
に
は
二

万
五
千
五
百
円
（
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
測
定
又
は
検
査
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
五
千
三
百
円
）、
三
百
ト
ン
を
超
え

る
場
合
に
は
二
万
五
千
五
百
円
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
測

定
又
は
検
査
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
万
五
千
三
百
円
）
に
三
百
ト
ン
を
超
え
る
二
十
ト
ン
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
千
二
百
円
を
加
算
し
た
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

（
罰
則
）

（
罰
則
）

第
三
十
四
条

船
長
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
十
四
条

船
長
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

第
二
十
五
条
第
一
項
の
検
査
を
受
け
ず
、
又
は
検
査
に
合
格
し
な
い
で
船
舶
に
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積

み
し
て
運
送
し
た
と
き
。

四

第
二
十
五
条
第
一
項
の
検
査
を
受
け
ず
、
又
は
検
査
に
合
格
し
な
い
で
船
舶
に
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み

し
て
運
送
し
た
と
き
。

第
三
十
五
条

船
長
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
十
五
条

船
長
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
三
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
（
同

条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。）ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
危
険
物
で
あ
つ

て
、
同
令
第
一
条
の
二
の
二
第
四
号
の
液
状
化
等
物
質
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
も
の
を
ば
ら

積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

３

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
三
条
第
五
項
か
ら
第
九
項
（
同

条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。）ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
危
険
物
で
あ
つ

て
、
同
令
第
一
条
の
二
の
二
第
四
号
の
液
状
化
物
質
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
も
の
を
ば
ら
積

み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

４

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
危
険
物
で
あ
つ
て
、
同
令
第
一

条
の
二
の
二
第
四
号
の
固
体
化
学
物
質
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
も
の
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送

す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

４

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
危
険
物
で
あ
つ
て
、
同
令
第
一

条
の
二
の
二
第
四
号
の
固
体
化
学
物
質
に
該
当
す
る
も
の
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
す
る
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用

す
る
。

第
三
百
九
十
二
条

船
長
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
百
九
十
二
条

船
長
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
検
査
を
受
け

ず
、
又
は
検
査
に
合
格
し
な
い
で
船
舶
に
液
状
化
等
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
し
た
と
き
。

四

第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
検
査
を
受
け

ず
、
又
は
検
査
に
合
格
し
な
い
で
船
舶
に
液
状
化
物
質
を
ば
ら
積
み
し
て
運
送
し
た
と
き
。

五
〜
八

（
略
）

五
〜
八

（
略
）

（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
帳
簿
の
記
載
等
）

（
帳
簿
の
記
載
等
）

第
四
十
七
条
の
二
十
二

法
第
二
十
八
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
の
五
十
九
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
査
及
び
測
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
七
条
の
二
十
二

法
第
二
十
八
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
の
五
十
九
の
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
査
及
び
測
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

第
二
号
の
七
様
式
中
「液

状
化
物
質

」
を
「液

状
化
等
物
質

」
に
、「th

e
M
S
C
.1 ／

C
irc.1454

」
を
「M

S
C
.1 ／

C
irc.1454 ／

R
ev
.2

」
に
、「w

ith
M
S
C
.1 ／

C
irc.1454

」
を
「w

ith
M
S
C
.1 ／

C
irc.1454 ／

R
ev
.2

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「液

状
化
物
質
運
送
許
容
水
分
値
測
定
申
請
書

」
を
「液

状
化
等
物
質
運
送
許
容
水
分
値
測
定
申
請
書

」
に
、「液

状
化
物
質
の

」
を
「液
状
化
等
物
質
の

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「液

状
化
物
質
水
分
測
定
申
請
書

」
を
「液

状
化
等
物
質
水
分
測
定
申
請
書

」
に
、「液

状
化
物
質
の

」
を
「液

状
化
等
物
質
の

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「液

状
化
物
質
運
送
許
容
水
分
値
測
定
表

」
を
「液

状
化
等
物
質
運
送
許
容
水
分
値
測
定
表

」
に
、「液

状
化
物
質
の

」
を
「液
状
化
等
物
質
の

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
中
「液

状
化
物
質
水
分
測
定
表

」
を
「液

状
化
等
物
質
水
分
測
定
表

」
に
、「液

状
化
物
質
の

」
を
「液

状
化
等
物
質
の

」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「液

状
化
物
質
積
付
検
査
申
請
書

」
を
「液

状
化
等
物
質
積
付
検
査
申
請
書

」
に
、「液

状
化
物
質
の

」
を
「液

状
化
等
物
質
の

」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「液

状
化
物
質
積
付
検
査
証

」
を
「液

状
化
等
物
質
積
付
検
査
証

」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中
「含

水
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
申
請
書

」
を
「含

水
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定
申
請
書

」
に
、「含

水
液
状
化
物
質
を

」
を
「含

水
液
状
化
等
物
質
を

」
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
中
「含

水
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書

」
を
「含

水
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定
書

」
に
、「含

水
液
状
化
物
質
を

」
を
「含

水
液
状
化
等
物
質
を

」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「含

水
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書
再
交
付
申
請
書

」
を
「含

水
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定
書
再
交
付
申
請
書

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「乾

燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
申
請
書

」
を
「乾

燥
粉
状
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定
申
請
書

」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「乾

燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書

」
を
「乾

燥
粉
状
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定
書

」
に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
中
「乾

燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書
再
交
付
申
請
書

」
を
「乾

燥
粉
状
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定
書
再
交
付
申
請
書

」
に
改
め
る
。





検
査
及
び
測
定

事

項

検
査
及
び
測
定

事

項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規

則
（
昭
和
三
十
九
年
運

輸
省
令
第
六
十
二
号
）

第
十
七
条
第
一
項
の
測

定

一

液
状
化
等
物
質
の
種
類

二
〜
五

（
略
）

六

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
液
状
化
等
物
質

運
送
許
容
水
分
値
測
定
表
及
び
液
状
化
等
物
質
水
分
測
定
表
の
番
号
、
交
付

の
年
月
日
及
び
再
交
付
の
年
月
日

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規

則
（
昭
和
三
十
九
年
運

輸
省
令
第
六
十
二
号
）

第
十
七
条
第
一
項
の
測

定

一

液
状
化
物
質
の
種
類

二
〜
五

（
略
）

六

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
運
送
許
容
水
分

値
測
定
表
及
び
水
分
測
定
表
の
番
号
、
交
付
の
年
月
日
及
び
再
交
付
の
年
月

日

七

（
略
）

七

（
略
）

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規

則
第
二
十
五
条
第
一
項

の
検
査

一
・
二

（
略
）

三

液
状
化
等
物
質
の
種
類

四
〜
七

（
略
）

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規

則
第
二
十
五
条
第
一
項

の
検
査

一
・
二

（
略
）

三

液
状
化
物
質
の
種
類

四
〜
七

（
略
）

八

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
二
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
液
状
化
等
物

質
積
付
検
査
証
の
番
号
、
交
付
の
年
月
日
及
び
再
交
付
の
年
月
日

八

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
二
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
液
状
化
物
質

積
付
検
査
証
の
番
号
、
交
付
の
年
月
日
及
び
再
交
付
の
年
月
日

九

（
略
）

九

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
二
号
の
七
様
式
に
よ
る
水
分
管
理
手
順
書
承
認
書
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
運
送
許
容
水
分
値
測
定
表
、
第
六
号
様
式
に
よ
る

水
分
測
定
表
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
液
状
化
物
質
積
付
検
査
証
、
第
十
号
様
式
に
よ
る
含
水
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書
及
び
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
乾
燥
粉
状
液
状
化
物
質
運
搬
船
認
定
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
第
二
号
の
七
様
式
に
よ
る
水
分
管
理
手
順
書
承
認
書
、
第
五
号
様
式
に
よ
る
液
状
化
等
物
質
運
送
許
容
水
分
値
測
定
表
、
第
六
号
様
式
に
よ
る
液
状
化
等
物
質
水
分
測
定
表
、
第
八
号
様
式
に
よ
る
液
状
化
等
物
質

積
付
検
査
証
、
第
十
号
様
式
に
よ
る
含
水
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定
書
及
び
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
乾
燥
粉
状
液
状
化
等
物
質
運
搬
船
認
定
書
と
み
な
す
。
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